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奈良県内における高病原性鳥インフルエンザ発生に係る

殺処分の完了について

奈良県五條市において発生した高病原性鳥インフルエンザの防疫措置状況について、以

下のとおりお知らせします。

１ 養鶏農場の概要

所在地：五條市

飼養羽数：約７．７万羽（採卵鶏）

※当初、約８．３万羽を想定していましたが、殺処分が完了し羽数が確定しました

２ 殺処分の状況

１２月６日 １０：００ 殺処分開始

１２月６日 １２：３０時点 ２，７００羽処分

１２月６日 １５：００時点 １０，３００羽処分

１２月７日 ７：４５時点 ６７，９３６羽処分

１２月７日 １８：０９時点 ７７，３８６羽処分（殺処分完了）

※殺処分した鶏について、今後、焼却処理を行います。

[参考]奈良県内の採卵鶏・肉用鶏の飼養羽数 ４１２，２０４羽

五條市内の採卵鶏・肉養鶏の飼養羽数 １４９，４９２羽

[県飼養頭羽数調 Ｒ２．２．１時点]

３ 報道機関へのお願い

1) 我が国の現状において、家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエ

ンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。

2) 農場への取材は、本病を含む家畜伝染病のまん延を引き起こすおそれがあること、

農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むようご協力をお願いい

たします。特にヘリコプターやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるた

め、厳に慎むようお願いいたします。

3) 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根

拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いします。


